
五
又
は
様
式
第
七
十
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
意
匠

法
施
行
規
則
様
式
第
一
か
ら
様
式
第
五
ま
で
、
様

式
第
九
か
ら
様
式
第
十
二
ま
で
、
様
式
第
十
四
若

し
く
は
様
式
第
十
九
の
二
、
意
匠
法
施
行
規
則
第

で
、
様
式
第
九
か
ら
様
式
第
十
二
ま
で
、
様
式
第

十
四
若
し
く
は
様
式
第
十
九
の
二
、
意
匠
法
施
行

規
則
第
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許

法
施
行
規
則
第
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
様

十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
施
行

規
則
第
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
様
式
第

二
、
同
規
則
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
様
式
第

四
、
同
規
則
第
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
様

式
第
九
、同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
様
式
第
十
一
、

同
規
則
第
十
一
条
の
五
に
規
定
す
る
様
式
第
十

六
、
同
規
則
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
様
式

第
十
八
若
し
く
は
同
規
則
第
十
四
条
第
一
項
及
び

第
二
項
に
規
定
す
る
様
式
第
二
十
二
、
意
匠
法
施

行
規
則
第
十
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特

許
法
施
行
規
則
第
二
十
七
条
の
三
の
三
第
一
項
に

規
定
す
る
様
式
第
三
十
六
、
同
規
則
第
二
十
八
条

の
二
に
規
定
す
る
様
式
第
三
十
八
若
し
く
は
同
規

則
第
二
十
八
条
の
三
に
規
定
す
る
様
式
第
四
十
又

は
意
匠
法
施
行
規
則
第
十
九
条
第
八
項
に
お
い
て

準
用
す
る
特
許
法
施
行
規
則
第
四
十
八
条
の
三
第

二
項
に
規
定
す
る
様
式
第
六
十
四
の
三
、
同
規
則

第
五
十
条
第
五
項
に
規
定
す
る
様
式
第
六
十
五
の

二
、
同
規
則
第
五
十
条
の
二
に
規
定
す
る
様
式
第

六
十
五
の
四
、
同
規
則
第
五
十
条
の
三
に
規
定
す

る
様
式
第
六
十
五
の
六
、
同
規
則
第
五
十
一
条
第

二
項
に
規
定
す
る
様
式
第
六
十
五
の
九
、
同
規
則

第
五
十
七
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
様
式
第
六

十
五
の
十
一
、
同
規
則
第
五
十
八
条
第
二
項
に
規

定
す
る
様
式
第
六
十
五
の
十
三
、
同
規
則
第
五
十

八
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
様
式
第
六
十
五
の

十
五
、
同
規
則
第
五
十
八
条
の
十
七
第
二
項
に
規

定
す
る
様
式
第
六
十
五
の
十
七
、
同
規
則
第
六
十

条
第
五
項
に
規
定
す
る
様
式
第
六
十
五
の
十
九
、

同
規
則
第
六
十
条
第
六
項
に
規
定
す
る
様
式
第
六

十
五
の
二
十
一
、
同
規
則
第
六
十
一
条
の
十
一
第

三
項
に
規
定
す
る
様
式
第
六
十
五
の
二
十
三
若
し

式
第
二
、
同
規
則
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
様

式
第
四
、
同
規
則
第
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す

る
様
式
第
九
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
様
式
第

十
一
、
同
規
則
第
十
一
条
の
五
に
規
定
す
る
様
式

第
十
六
、
同
規
則
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る

様
式
第
十
八
若
し
く
は
同
規
則
第
十
四
条
第
一
項

及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
様
式
第
二
十
二
、
意
匠

法
施
行
規
則
第
十
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
特
許
法
施
行
規
則
第
二
十
七
条
の
三
の
三
第
一

項
に
規
定
す
る
様
式
第
三
十
六
、
同
規
則
第
二
十

八
条
の
二
に
規
定
す
る
様
式
第
三
十
八
若
し
く
は

同
規
則
第
二
十
八
条
の
三
に
規
定
す
る
様
式
第
四

十
又
は
意
匠
法
施
行
規
則
第
十
九
条
第
八
項
に
お

い
て
準
用
す
る
特
許
法
施
行
規
則
第
四
十
八
条
の

三
第
二
項
に
規
定
す
る
様
式
第
六
十
四
の
三
、
同

規
則
第
五
十
条
第
五
項
に
規
定
す
る
様
式
第
六
十

五
の
二
、
同
規
則
第
五
十
条
の
二
に
規
定
す
る
様

式
第
六
十
五
の
四
、
同
規
則
第
五
十
条
の
三
に
規

定
す
る
様
式
第
六
十
五
の
六
、
同
規
則
第
五
十
一

条
第
二
項
に
規
定
す
る
様
式
第
六
十
五
の
九
、
同

規
則
第
五
十
七
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
様
式

第
六
十
五
の
十
一
、
同
規
則
第
五
十
八
条
第
二
項

に
規
定
す
る
様
式
第
六
十
五
の
十
三
、
同
規
則
第

五
十
八
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
様
式
第
六
十

五
の
十
五
、
同
規
則
第
五
十
八
条
の
十
七
第
二
項

に
規
定
す
る
様
式
第
六
十
五
の
十
七
、
同
規
則
第

六
十
条
第
五
項
に
規
定
す
る
様
式
第
六
十
五
の
十

九
、
同
規
則
第
六
十
条
第
六
項
に
規
定
す
る
様
式

第
六
十
五
の
二
十
一
、
同
規
則
第
六
十
一
条
の
十

一
第
三
項
に
規
定
す
る
様
式
第
六
十
五
の
二
十
三

若
し
く
は
同
規
則
第
六
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す

る
様
式
第
六
十
五
の
二
十
五
」
と
、
第
十
三
条
第

く
は
同
規
則
第
六
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
様

式
第
六
十
五
の
二
十
五
」
と
、
第
十
三
条
第
四
項

中
「
拒
絶
査
定
不
服
審
判
」
と
あ
る
の
は
「
拒
絶

査
定
不
服
審
判
又
は
補
正
却
下
決
定
不
服
審
判
」

と
、
第
十
四
条
第
二
項
中「
拒
絶
査
定
不
服
審
判
」

四
項
中
「
拒
絶
査
定
不
服
審
判
」と
あ
る
の
は「
拒

絶
査
定
不
服
審
判
又
は
補
正
却
下
決
定
不
服
審

判
」
と
、
第
十
四
条
第
二
項
中
「
拒
絶
査
定
不
服

審
判
」
と
あ
る
の
は
「
拒
絶
査
定
不
服
審
判
及
び

補
正
却
下
決
定
不
服
審
判
」
と
、
第
二
十
七
条
の

と
あ
る
の
は
「
拒
絶
査
定
不
服
審
判
及
び
補
正
却

下
決
定
不
服
審
判
」
と
、
様
式
第
二
の
備
考
11
中

「た
だ
し
、識
別
番
号
を
記
載
し
た
と
き
は
、「【
住

所
又
は
居
所
】」の
欄
は
設
け
る
に
は
及
ば
な
い
。

」

と
あ
る
の
は
「意

匠
法
第
60条
の
６
第
１
項
に
規

定
す
る
国
際
登
録
（
以
下「
国
際
登
録
」と
い
う
。）

の
名
義
人
に
あ
つ
て
は
、「【
住
所
又
は
居
所
】」の

次
に「【
住
所
又
は
居
所
原
語
表
記
】」の
欄
を
設
け

て
、
意
匠
法
第
60条
の
６
第
３
項
の
規
定
に
よ
る

国
際
登
録
簿
（
以
下
「
国
際
登
録
簿
」
と
い
う
。）

に
記
載
さ
れ
た
文
字
と
同
一
の
文
字
を
記
載
す

る
。
た
だ
し
、
識
別
番
号
を
記
載
し
た
と
き
は
、

「【
住
所
又
は
居
所
】」及

び「【
住
所
又
は
居
所
原

語
表
記
】」の
欄
は
設
け
る
に
は
及
ば
な
い
。

」と
、

同
様
式
の
備
考
13
中
「代

表
者
の
印
を
押
す
。

」と

あ
る
の
は
「代

表
者
の
印
を
押
す
。
国
際
登
録
の

名
義
人
に
あ
つ
て
は
、「【
氏
名
又
は
名
称
】」の

次
に「【

氏
名
又
は
名
称
原
語
表
記
】」の

欄
を
設
け

て
、
国
際
登
録
簿
に
記
載
さ
れ
た
文
字
と
同
一
の

文
字
を
記
載
す
る
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、「【
氏
名

又
は
名
称
原
語
表
記
】」の
次
に「【
代
表
者
】」の
欄

を
設
け
る
。）。

」と
、様
式
第
四
の
備
考
２
ロ
中「国

際
特
許
出
願
に
つ
い
て
、
出
願
番
号
が
通
知
さ
れ

て
い
な
い
と
き
は
、「【
出
願
番
号
】」の

欄
を「【

国

四
第
四
項
中
「
、
同
法
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項

（
同
法
第
四
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。）又
は
第
四
十
三
条
の
三
第
一

項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
」
と
あ
る
の

は
「
若
し
く
は
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
若
し
く

は
第
二
項
又
は
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
改
正
協
定
第
六
条

⒜
の
規
定
に
よ
る
」
と
、
様
式
第
二
の
備
考
11
中

「た
だ
し
、識
別
番
号
を
記
載
し
た
と
き
は
、「【
住

所
又
は
居
所
】」の
欄
は
設
け
る
に
は
及
ば
な
い
。

」

と
あ
る
の
は
「意

匠
法
第
60条
の
６
第
１
項
に
規

定
す
る
国
際
登
録
（
以
下「
国
際
登
録
」と
い
う
。）

の
名
義
人
に
あ
つ
て
は
、「【
住
所
又
は
居
所
】」の

次
に「【
住
所
又
は
居
所
原
語
表
記
】」の
欄
を
設
け

て
、
意
匠
法
第
60条
の
６
第
３
項
の
規
定
に
よ
る

国
際
登
録
簿
（
以
下
「
国
際
登
録
簿
」
と
い
う
。）

に
記
載
さ
れ
た
文
字
と
同
一
の
文
字
を
記
載
す

る
。
た
だ
し
、
識
別
番
号
を
記
載
し
た
と
き
は
、

「【
住
所
又
は
居
所
】」及

び「【
住
所
又
は
居
所
原

語
表
記
】」の
欄
は
設
け
る
に
は
及
ば
な
い
。

」と
、

同
様
式
の
備
考
13
中
「代

表
者
の
印
を
押
す
。

」と

あ
る
の
は
「代

表
者
の
印
を
押
す
。
国
際
登
録
の

名
義
人
に
あ
つ
て
は
、「【
氏
名
又
は
名
称
】」の

次
に「【

氏
名
又
は
名
称
原
語
表
記
】」の

欄
を
設
け

て
、
国
際
登
録
簿
に
記
載
さ
れ
た
文
字
と
同
一
の

際
出
願
番
号
】」と
し
、「
Ｐ
Ｃ
Ｔ
／
〇
〇
〇
〇
／
〇

〇
〇
〇
〇
」の
よ
う
に
国
際
出
願
番
号
を
記
載
し
、

「【
国
際
出
願
番
号
】」の

欄
の
次
に「【

出
願
の
区

分
】」の
欄
を
設
け
て
「
特
許
」
と
記
載
す
る
。

」と

あ
る
の
は
「意

匠
法
第
60条
の
６
第
３
項
に
規
定

す
る
国
際
意
匠
登
録
出
願
に
つ
い
て
の
出
願
の
番

号
が
通
知
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、「【
出
願
番

号
】」を「【

出
願
日
】」と
し
、「
令
和
何
年
何
月
何
日

提
出
の
意
匠
登
録
願
」
の
よ
う
に
意
匠
法
第
60条

の
６
第
１
項
に
規
定
す
る
国
際
登
録
の
日
の
年
月

日
を
記
載
し
、「【
出
願
日
】」の

次
に「【

整
理
番

号
】」の
欄
を
設
け
て
、「

」
の
よ
う
に
ハ
イ
フ
ン

を
記
載
し
、「【
代
理
人
】」又

は「【
受
任
し
た
代
理

人
】」の
欄
の
次
に「【
そ
の
他
】」の
欄
を
設
け
て
、

「
国
際
登
録
番
号
Ｄ
Ｍ
／
〇
〇
〇
〇
〇
〇
、
意
匠

番
号
〇
〇
〇
」
の
よ
う
に
国
際
登
録
の
番
号
と
意

匠
の
番
号
を
記
載
す
る
。

」と
、
様
式
第
三
十
六
の

備
考
１
中
「1970年

６
月
19日
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で

作
成
さ
れ
た
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
規
則
410

文
字
を
記
載
す
る
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、「【
氏
名

又
は
名
称
原
語
表
記
】」の
次
に「【
代
表
者
】」の
欄

を
設
け
る
。）。

」と
、様
式
第
四
の
備
考
２
ロ
中「国

際
特
許
出
願
に
つ
い
て
、
出
願
番
号
が
通
知
さ
れ

て
い
な
い
と
き
は
、「【
出
願
番
号
】」の

欄
を「【

国
際
出
願
番
号
】」と
し
、「
Ｐ
Ｃ
Ｔ
／
〇
〇
〇
〇
／
〇

〇
〇
〇
〇
」の
よ
う
に
国
際
出
願
番
号
を
記
載
し
、

「【
国
際
出
願
番
号
】」の

欄
の
次
に「【

出
願
の
区

分
】」の
欄
を
設
け
て
「
特
許
」
と
記
載
す
る
。

」と

あ
る
の
は
「意

匠
法
第
60条
の
６
第
３
項
に
規
定

す
る
国
際
意
匠
登
録
出
願
に
つ
い
て
の
出
願
の
番

号
が
通
知
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、「【
出
願
番

号
】」を「【

出
願
日
】」と
し
、「
令
和
何
年
何
月
何
日

提
出
の
意
匠
登
録
願
」
の
よ
う
に
意
匠
法
第
60条

の
６
第
１
項
に
規
定
す
る
国
際
登
録
の
日
の
年
月

日
を
記
載
し
、「【
出
願
日
】」の

次
に「【

整
理
番

号
】」の
欄
を
設
け
て
、「

」
の
よ
う
に
ハ
イ
フ
ン

を
記
載
し
、「【
代
理
人
】」又

は「【
受
任
し
た
代
理

人
】」の
欄
の
次
に「【
そ
の
他
】」の
欄
を
設
け
て
、
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